
資料館ということでありますが、これは文化財「等」の

ところに入るところのアーカイブズ、特に文書館、公文書

館の資料ということで、これからお話をさせていただきま

す。私も幾つかの立場でここでお話をさせていただきます。

国文学研究資料館の中ではアーカイブズカレッジとい

うことで、アーカイブズを管理・保存するための教育プロ

グラムを私どもでは開催しております。そういう意味での

アーカイブズの研究機関として。

それから、今回パワーポイントのほうに入れられません

でしたが、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会─舌が回

りませんので全史料協と略させていただきますが、これま

での三重県や和歌山県の地域ネットの中でも出てきます全

史料協が、やはりアーカイブズの核の機関でもあります。

それとともに、実はこういう全国的な歴史文化遺産のレ

スキューの問題ということになりますと、ナショナル・アー

カイブズ、日本の国立公文書館がそういう意味では資料館

としてのアーカイブズの中核をなす機関としても存立して

おります。今回は国立公文書館からは報告はありませんで

したが、実は今回の東日本の大震災においては画期的な協

働の作業が行われました。まさに私たち国文学研究資料館

が人間文化研究機構の 1 つの専門アーカイブズの機関とし

て岩手県の釜石市にレスキューとして入り、その後では 9

月には総理府の国立公文書館が、北は岩手県宮古から南は

仙台市まで、被災した公文書の修復事業を地域で展開する

という動きが起こりました。これはまさに文化財等という

意味での文化庁の参画下の中で活動するところと国立公文

書館の活動が一体化した本当に画期的な時期だと私は思っ

ております。

そういうことを含めた報告書が、実は 11 月にまとまっ

たのが、この全史料協の「東日本大震災臨時委員会の活動

報告書」の内容になります。

では、私も全史料協の理事を 11 月から務めさせていた

だくという関係から、これからは少し全体の中ではアーカ

イブズのこれまでの活動と今後の課題についてまとめてお

話をさせていただこうかと思います。

最初にパワポに出てきておりますのが、今回の東日本大

震災で顕在化した課題は、県立のアーカイブズ、文書館、

公文書館が設立されていないということで、その問題はど

ういうことを如実に語るかというと、現用の公文書、現用・

半現用のものが、実は分散管理されていて集中管理されて

いないということです。そうしますと、これからのアーカ

イブズ・システムをつくっていく場合には、右側に出して

おきましたけれども、評価、選別をしていく過程で必要な

システムの中間庫システムができていかないといけない。

まさに選別をするためのシステムが重要であります。今回

被災した資料があったことによって、それらを確認しなが

ら、これらを実際にどのように行っていくかということを

していったということがあります。

現在は。避難所だった体育館や作業場所だった岩手県の

釜石市の体育館などは全て壊されまして、復興住宅になっ

ております。現在は実際の試行的なプログラムとして行っ

ております釜石市の被災文書は、旧橋野小学校の体育館に

このような形で保管されているということになります。

その中で、今回のアーカイブズについては、被災資料

の現状をどのような形で取りまとめていくかというと、ま

ずはその経過の中で被災した現状、劣化症例の研究なども

行っております。以前にも報告させていただきましたが、

先ほどの赤沼さんの話のように、文化財として残すものは

きちんと洗浄し、きちんとした中性紙の保存箱に入れるこ

とが重要です。ただし、各自治体におけるアーカイブズと

いうのは、アーカイブズとしてまだまだ評価・選別されて

いない。まさに選定されていないものについては、最終的

な修復処置までいけないということです。それらのものを

どのように経過観察していくかというのが、アーカイブズ

の大きな被災後の課題ということになります。

それらについて行っているということと、まさにこれら

の大量な資料が、アーカイブズが被災した場合の救助・復

旧の方法、技術のプログラムを、今回は東日本大震災の事

例を省みて検証し、開発研究を行っていくということも大

変重要なところであります。先ほどお話ししましたように、
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被災文書をいかに評価・選別し、アーカイブズ・システム

という中に乗せていくか。そのためにはこのような、酸性

紙の段ボールを改良し、中間管理・評価のためのグッズを

試作的に開発していくということが重要でありまして、現

在はこのようにスーパーのかご台車をうまく使った形で、

いかにきちんと残すものを評価し、廃棄するものは破棄で

きる形で管理するかという形でのプロセスを試行しており

ます。

これまで私たちは東日本大震災後、釜石という自治体

の被災文書をもとにしながら、多くのアーカイブズの職員

の方々や専門職の方々に現地に来ていただいて、そこでト

レーニングをするということを行ってきました。まさにこ

れからも被災地でこれらのリテンション・スケジュールか

ら、きちんと評価・選別し、中間庫からアーカイブズ・シ

ステムへ、それとそれぞれの地方自治体でのアーカイブズ

管理システムがきちんと形成されるまで、そこを復興の最

終到達点として見ていかなければならない。まさにそれら

については全史料協、また私たち人間文化研究機構の国文

学研究資料館でアーカイブズ学を研究しているメンバー

や、またこれからは今後の課題ではありますけれども、国

立公文書館との協働、またはこういう被災文書を核にした

さまざまな検討を行っていくことが大変重要と思っており

ます。

今回、最初にもお話ししましたが、東日本大震災におい

ては、これらのアーカイブズを核にした救助が形成されま

した。まさにその第一歩をより大きな第一歩にしていかな

ければならないと確信しております。それとともに自治体

にある公文書、特に戸籍を見に来たお孫さんが、おじいちゃ

んが死んでしまっておじいちゃんの戸籍をとりに来たので

すが、「おじいちゃんのものは何にもなくて流された。で

も、お役所の中のおじいちゃんの記録が残っているの？」

と言ったそうです。まさに私たちはその地域の生活記録を

管理している、自治体の歴史資料、生きたあかしを管理し

ているのだということを忘れてはならないと思っておりま

す。

【半田】ありがとうございました。

今の青木さんのお話にもありましたけれども、東日本

大震災あるいは阪神・淡路大震災の後、このレスキュー関

係の取り組みの中で常に言われてきつつあるキーワード

として、ＭＬＡ連携（ミュージアム（Museum）・図書館

（Library）・文書館（Archives）の連携）というものがあ

るわけですが、次は国立国会図書館の大島さんから、図書

館というお立場でお話を頂戴したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。
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